
Windows Server 2016 Essentials 搭載

かんたんセットアップマニュアル
ナウィングサーバーをお買い上げいただきありがとうございます。

ご使用の前に本書を必ずお読み下さい。
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本製品には、次のものが含まれています。パッケージの内容を確認してください。

NOWing SERVER 本体

取扱説明書ダウンロード手順書 Windows Server 2016
 Essentials(DVD)

DVD

保証書

2.パッケージ同梱品

万が一、不足しているものや破損しているものがある場合には、お買い求めの
販売店までご連絡ください。

保証書

電源ケーブルキーボード&マウス
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※マネジメントポート、COMポートサポート対象外です

3.各部の機能と名称

電源コネクタ

電源ランプ
・点灯→POWER ON
・消灯→POWER OFF

HDDアクセスランプ
・点灯→HDDアクセス時
・消灯→HDDアクセス無し

ネットワークアクセスランプ
・点灯→NIC1で通信
・消灯→NIC1で通信無し

警告ランプ
・点灯/点滅（赤）→ハードウェア異常時
・消灯→異常無し

電源ボタン リセットボタン

鍵

USBポート

通気孔

ＨＤＤスロット

※※
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1. はじめに実施すること

本章では、NOWing  Se rve r  fo r  SMB  G6  に
おける初回起動時に行う必要のある設定方法
について説明します。

本設定を実施することで、本装置における
サーバーの構成を完了させ使用可能な状態
にすることができます。

本章で実施された設定は、サーバーの構成の
完了後に変更することはできませんのでご注
意ください。
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本体右上の[電源ボタン]を押します。
本体の電源が入り、OS初期セットアッ
プ画面が表示されますので設定を行
います。

(初期セットアップには、30-60分程度か
かります。）

1. ネットワークケーブルを
　 本体に接続

OSが起動するとWindowsロゴ画面
が表示されますのでそのままお待ちく
ださい。

2. Windowsロゴ画面が表示

Ctrl+Alt+Del キーを同時に押して
ください。

3. Ctrl+Alt+Delキーを
　 同時に押す

1. はじめに実施すること
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外付けUSBハードディスクに接続す
る、または、本体の空きスロットにHDD
を接続します。USBハードディスクは
サーバー本体に接続したままにしてく
ださい。

1. 外付けUSBハードディスクを接続、
　 または本体の空きスロットに
　 ハードディスクを接続

デスクトップ画面にある[ダッシュボー
ド・アイコン]をクリックして、ダッシュ
ボードを起動します。

2. ダッシュボードを起動

ダッシュボードが起動されるので、「デ
バイス」タブをクリックします。

3. ダッシュボードの「デバイス」
 　タブをクリック

2-1.  サーバーのバックアップ
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サーバー本体にUSB外付けハード
ディスクやバックアップを保存している
ディスクやメディアが接続されているこ
とを確認します。接続されていない場
合は接続してください。

1. 外付けメディアの接続を確認

サーバー本体に同梱されていたDVD
ケース内にある「Windows Server 
2016 Essent ia ls  サーバーインス
トールDVD」のディスクをサーバーの
光学ドライブにセットします。

2. DVDディスクをサーバーの
　 光学ドライブにセット

右図のように「Press  any  key  to  
boot CD or  DVD」と表示されたら
キーボードの「Enter」キーを押してく
ださい。

3. 光学ドライブ（DVD）から起動

3-1. 問題が発生した場合のサーバーのリストア（復元）手順
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必ずお読みください
NOWingServer 先出しセンドバック保守(標準・オプション)サービス利用規約

第1章NOWingServer先出しセンドバック保守(標準・オプション)サービスとは
NOWingServer先出しセンドバック保守(標準・オプション)サービスは、テックウインド株式会社(以下「弊社」といいます)取扱いNOWingServer製品用に用
意された保守サービスです。本規約に定める条件に従って本保守サービス(以下「本サービス」といいます) をご利用いただくことにより、本規約に定める本
サービスをお受けいただくことができます。

1.対象機器
1.1本サービスの適用範囲は、第2章に記載された登録手続きに基づいて弊社に登録され、かつ日本国内に設置されたNOWingServer本体1台です。(以下、「対
象機器」といいます。)
1.2本サービスの対象機器は、弊社に保守登録を行ったNOWingServer製品に限られます。なお、OSについて、弊社出荷時のエディションから変更されてい
る場合、当該NOWing Server製品は本サービスの対象外となります。
1.3テックウインド製品保証規定において無償修理の対象となっていない故障は本サービスの対象外といたします。
1.4本サービスで提供するのは対象機器の交換または修理までとし、対象機器以外の設置、設定については本サービスの対象外と致します。
1.5お客様のネットワーク環境における異常または不具合における原因の切り分けについては、お客様が行うものとします。
1.6登録完了後に対象機器を変更することはできません。

2.受付時間
本サービスの受付時間は、土日祝日および弊社指定休業日を除く月曜日～金曜日 9:30～12:00、13:00～16:30です。

3.対応時間
障害対応依頼を受付け(障害対応依頼を弊社が受付けた日を以下「受付日」といいます)、弊社が代替機との交換が必要と判断した場合、速やかに代替機を発
送致します。なお、ハードディスクの故障と判断され15:00までに受付した場合、受付日当日の出荷を致します。

4.本サービスの提供期間
本サービスの提供期間は、お客様の登録申請日にかかわらず、登録申請いただいた対象機器のご購入日から2年間とします。

第2章登録申請
本サービスをご利用いただくには、お客様の情報を弊社に登録していただくことが必要となります。登録申請は、対象機器ご購入日から30日以内に弊社
ホームページにて行なってください。登録申請後、弊社は登録承認ののち、登録完了のご案内を行い、本サービスを開始するものとします。なお、ホームペー
ジ上からの登録が完了しなければ本サービスは開始されません。また、以下のような場合は本サービスへの登録ができませんのでご注意ください。

(1)第1章第1条で定める対象機器に該当しない製品 (2)すでに保守契約が締結済みの製品に関して、弊社の提供する異種の保守サービスに変更する場合

＜登録申請の手順＞
ホームページ上から申請を行う場合
(1)本規約をお読みいただき、その内容に同意できることをご確認ください。
(2)Web上の保守登録ページにアクセスし、画面の内容に従って必要な情報を登録してください。

第3章本サービスの内容および条件
弊社は、お客様が弊社に登録申請し、弊社にて登録完了したお客様の対象機器に対して、以下に定める内容および条件で本サービスを提供するものとしま
す。万一、本サービスをご購入いただいたお客様と本サービスの対象となる機器の所有者が異なる場合、お客様の費用と責任において、本規約の内容につき
対象機器所有者の承認を得ること、および弊社が本サービスを行うことができるよう必要な措置を行うことを条件として、弊社は本サービスを提供するも
のとします。お客様が本サービスの対象となる機器を譲渡された場合、本サービスは継承されないものとします。

1.本サービスの内容
1.1 障害申請の受付 お客様から対象機器の障害に関する連絡をいただき、対象機器の故障により機器の交換が必要と弊社が判断した場合、弊社は「代替機」
(対象機器と同一機種で正常動作を確認済の製品)を発送致します。「代替機」と交換となるため対象機器のシリアル番号は変更となります。なお「代替機」が
ご用意できない場合、後継機種を提供する場合が御座います。
1.2 障害原因の切り分けおよび特定 障害原因の切り分けについてはお客様にて行ってくださいますようお願い致します。
1.3障害が発生した対象機器の回収 代替機が対象機器の設置場所に到着後、交換および設置作業はお客様にて行っていただき、障害の発生した対象機器(以
下、「障害機」といいます)については、代替機の設置作業後遅滞なく、お客様が弊社宛に返送するものとします。なお、弊社がお客様に対し代替機発送した日
から1ヶ月(以下、「返却期間」といいます)を経過してもなお、障害機をご返送いただけない場合には、代替機の通常販売代金をご請求させていただきます。
また、本サービスの提供期間中といえども、返送期間経過後、障害機をご返却いただけるまでの間においては、本サービスの提供は停止させていただきま
す。この場合、既にお支払いいただいている代金の返却は一切できませんのであらかじめご了承ください。

2.本サービスの範囲
本サービスの適用範囲は、第1章第1条に定める対象機器のハードウェアに関するサービスのみです。対象機器に記録されたデータの復旧、およびOS、アプ
リケーションソフトウェアに関する障害は本サービスの対象外です。

3.除外作業
次の各号に定める作業については、本サービスに含まれないものとします。
(1)対象機器の移設および撤去に関する作業および立会い
(2)お客様の要求による対象機器の改造、清掃、点検
(3)フレーム、カバーなどの部品交換、消耗品の供給
(4)弊社製品以外に起因して生じた障害の修理作業および立会い
(5)直接的または間接的に火災、水害などの天災地変、その他弊社の責に帰することのできない事由により対象機器に生じた故障の修理
(6)お客様または第三者の不適切な設置、使用、取扱いにより対象機器に生じた故障の修理
(7)弊社または弊社が承諾した以外の者が作成したプログラム、ハードウェア等に起因する対象機器の事故の調査および故障の修理
(8)弊社が修理のために引き取った対象機器内に保存されたデータの保護および復旧
(9)ソフトウェアに起因する対象機器の事故の調査および故障の修理
(10)お客様のデータのバックアップ、リストアに関する作業
(11)対象機器が接続されているネットワークの復旧作業
(12)対象機器ファームウェアのバージョン変更、設定変更
(13)弊社の規定品以外の保守部材の使用、または保守部材などの保管不備により生じた対象機器の故障の修理
(14)前各号に定めるほか、本章2条の「本サービスの範囲」に含まれない作業
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4.第三者委託
弊社は本サービスの実施を、弊社の必要に応じて、自己の責任と費用で本サービスの提供にかかる作業の全部または一部を第三者に委託することができる
ものとします。

5.お客様が負担する費用
本サービスに要する費用のうち、代替機の設置と設定、および障害機の返送にかかる費用はお客様の負担とします。

6.瑕疵担保
6.1 弊社または本章第4条に定める弊社が指定する第三者が実施した本サービスに、その実施の時から1ヶ月以内に瑕疵が発見された場合、それが弊社の責
に帰するべき事由と認められる場合については、弊社は弊社の費用負担において当瑕疵を保障致します。
6.2 対象機器に記録されているデータの管理保全については、お客様の責任において行うものとします。本サービスの実施に伴い、弊社の故意または重大な
過失によるものを除き、弊社は障害の程度に関わらず、記録されているデータの消失に対しては、一切の責任を負いません。
6.3 障害機から交換機へのデータ移行作業は、お客様にて行っていただきます。 

7.有効期間
本サービスの有効期間は、通常保障(テックウインド製品保証)による保証期間を含め、対象機器ご購入日から2年間とします。対象機器をご購入日から起算
して2年間以上使用されている場合、原則として本サービスは終了するものとします。ただし、追加延長オプションを購入されたお客様は、購入された期間
に応じて3～5年をもって、本サービスは終了するものとします。この場合、既にお支払いいただいている代金はお返し致しません。

8.障害機の所有権
第3章第1項第3号に定める障害機の所有権は、代替機の引渡し完了と同時に弊社に帰属するものとします。

9.設置場所の変更
お客様は、お客様登録カードに記載した対象機器の設置場所を変更する場合、変更後の設置場所と変更日を、弊社窓口に対し、変更を行う日の14日以上前に
書面により連絡するものとします。
10.設置場所の整備

お客様は、適切な設置環境に対象機器を設置し、常に設置環境を整備、維持するものとします。
11.秘密保持
お客様および弊社は、本サービスの提供に関して知り得た相手方の業務上その他の情報であって、相手方から秘密であると明確に指定されたもの(以下、
「秘密情報」といいます)については、本サービスの提供期間中のみならずその終了後も1年間は第三者(本章第4条に基づき弊社が委託する第三者を除きま
す)に開示または漏洩してはならないものとします。 ただし、次の各号の一に該当する情報については、秘密情報として扱わないものとします。

(1)開示の時に、既に公知または公用となっている情報
(2)開示の時に、既に開示を受ける当事者が保有しており、開示を受ける側がそれを証明できる情報
(3)開示の時に、開示を受けた当事者の責によらず公知または公用となった情報
(4)開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5)秘密情報を使用することなく、開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(6)法令により、開示を受けた当事者が開示を要求された情報

12.個人情報
弊社は、お客様より取得した個人情報に関して、弊社で定める「個人情報保護方針」に基づき、個人情報保護に最大限の注意を持って取り扱うものとし、適切
な安全管理を行うものとします。

13.本サービス提供の中止または終了
お客様または弊社が、お客様が次の各号の一に該当する場合には、何らかの催告を要せず本サービスの全部または一部の提供を直ちに中止または終了する
ことができるものとする。本サービスの全部または一部の提供を中止または終了した場合には、お支払いただいた代金は一切返却致しません。

(1)本規約に記載の条件に違反し、相当の期間を定めて書面による催告が行われたにもかかわらず、当該違反が是正されないとき
(2)差押、仮差押、仮処分、競売の申し立てもしくは租税滞納処分その他公権力の処分を受け、または破産、会社更生もしくは民事再生手続きその他これらに
類する手続きの申し立てがなされたとき
(3)営業の廃止または解散の決議を行ったとき
(4)その他財産状態が悪化したとき、またはその恐れがあると認められる相当の理由あるとき

14.途中解約
お客様が本サービスの途中解約を希望する場合、弊社保守契約窓口宛に、解約希望の旨を書面により連絡するものとします。なお、本サービスが終了した場
合には、終了の理由の如何にかかわらず、お支払いただいた代金は一切返却致しません。

15.損害賠償
15.1 弊社およびお客様は、本規約に基づく自らの債務を履行しないことにより相手方に損害を与えた場合には、本サービスの有効期間内であるか否かを問
わず、当該損害を賠償する責を負うものとします。ただし、弊社の負担する損害賠償の総額は、本サービスの購入代金として弊社がお客様から受領した金額
を超えないものとします。
15.2 本サービスに関連して、お客様が弊社の責に帰すべき事由により損害を被った場合には、現実に発生した直接かつ通常の損害に限り、その損害を弊社
に請求できるものとします。ただし、弊社の負担する損害賠償の総額は、本サービスの購入代金として弊社がお客様から受領した金額を超えないものとし
ます。
15.3 弊社は、弊社の故意または重大な過失に基づく事由により生じた損害を除き、いかなる場合であっても、弊社の責に帰することのできない事由から生
じた損害、予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益、第三者からの賠償請求に基づいてお客様に生じた損害、データの破損・滅失に起因す
る全ての損害について、その責を負わないものとします。

16.協議
本規約の内容、または本規約に定めのない事項に関して疑義が生じた場合には、当事者双方で誠意を持って協議するものとします。

17.本規約の変更
1 弊社は、お客様へ事前に予告または通知することなく、本規約を任意に変更することができるものとし、変更後の本規約に関する事項を弊社Webサイト
に掲載致します。
2 弊社は、本規約に関する重大な変更を行う場合、前項による通知と併せてお客様に直接通知することが出来るものとします。本重大な変更について異議
があるお客様は、Webサイト掲載日から１か月以内に限り、弊社Webサイトのお問い合わせから異議を申し立てることが出来ます。その場合、弊社はその異
議に対し、誠意をもって対応をしなければならない。

18.合意管轄
本規約または本サービスの内容に関連して、弊社およびお客様間において紛争が生じた場合には、弊社の本社所有地を管轄する裁判所を東京地方裁判所と
します。

(付則) 本規約は、2014年2月1日より適用します。
            本規約は、2019年12月23 日に改定します。



86

NOWingServer オンサイト保守(オプション)サービス利用規約

第1章　NOWingServerオンサイト保守(オプション)サービスとは
NOWingServerオンサイト保守(オプション)サービスは、テックウインド株式会社(以下「弊社」といいます)取扱いNOWingServer製品用に用意された保守
サービスです。本規約に定める条件に従って本保守サービス(以下「本サービス」といいます)をご利用いただくことにより、本規約に定める本サービスをお
受けいただくことができます。

1.対象機器
1.1本サービスの適用範囲は、第2章に記載された登録手続きに基づいて弊社に登録され、かつ日本国内に設置されたNOWingServer本体1台です。(以下、「対
象機器」といいます。)
1.2本サービスの対象機器は、弊社に保守登録を行ったNOWingServer製品に限られます。なお、OSについて、弊社出荷時のエディションから変更されてい
る場合、当該NOWing Server製品は本サービスの対象外となります。
1.3テックウインド製品保証規定において無償修理の対象となっていない故障は、本サービスの対象外といたします。
1.4本サービスで提供するのは対象機器の交換または修理までとし、対象機器以外の設置、設定については本サービスの対象外と致します。
1.5お客様のネットワーク環境における異常または不具合における原因の切り分けについては、お客様が行うものとします。
1.6登録完了後に対象機器を変更することはできません。

2.受付時間
本サービスの受付時間は、土日祝日および弊社指定休業日を除く月曜日～金曜日 9:30～12:00、13:00～16:30です。

3.対応時間
訪問日はお客様とご調整の上、別途訪問日を設定させていただきます。

4.本サービスの提供期間
本サービスの提供期間は、オプションをご購入されたお客様のみ、購入された期間に応じて提供期間を1～5年にてサービス致します。

第2章　登録申請
本サービスをご利用いただくには、お客様の情報を弊社に登録していただくことが必要となります。登録申請は、対象機器ご購入日から30日以内に弊社
ホームページにて行なってください。登録申請後、弊社は登録承認ののち、登録完了のご案内を行い、本サービスを開始するものとします。なお、ホームペー
ジ上からの登録が完了しなければ本サービスは開始されません。また、以下のような場合は本サービスへの登録ができませんのでご注意ください。

(1)第1章第1条で定める対象機器に該当しない製品
(2)すでに保守契約が締結済みの製品に関して、弊社の提供する異種の保守サービスに変更する場合

＜登録申請の手順＞
ホームページ上から申請を行う場合
(1)本規約をお読みいただき、その内容に同意できることをご確認ください。
(2)Web上の保守登録ページにアクセスし、画面の内容に従って必要な情報を登録してください。

第3章　本サービスの内容および条件
　
弊社は、お客様が弊社に登録申請し、弊社にて登録完了したお客様の対象機器に対して、以下に定める内容および条件で本サービスを提供するものとしま
す。万一、本サービスをご購入いただいたお客様と本サービスの対象となる機器の所有者が異なる場合、お客様の費用と責任において、本規約の内容につき
対象機器所有者の承認を得ること、および弊社が本サービスを行うことができるよう必要な措置を行うことを条件として、弊社は本サービスを提供するも
のとします。お客様が本サービスの対象となる機器を譲渡された場合、本サービスは継承されません。

1.本サービスの内容
1.1 障害申請の受付 お客様から対象機器の障害に関する連絡をいただき、対象機器の故障により機器の交換が必要と弊社が判断した場合、弊社作業員が設
置場所に訪問し、障害品の修理、交換作業を行います。交換の場合、同一機種がご用意できない場合、後継機種との交換となる場合があります。
1.2サービス提供地域 対象地域は、離島を除く全国になります。
1.3 その他
・故障部位が特定できる場合は、故障部位のみを交換させていただきます。
・故障で交換した部材は全て作業員が持ち帰ります。
・対象機器の交換によりシルアル番号が変わる場合がございますが、保守期間中は交換品に対しても同様の保守サービスが適用されます。
・対象機器の交換品は再生品(修理完了品)の場合があります。
・ハードディスク故障については、先出しセンドバック保守(標準)サービスの対応に なります。なお、ハードディスクの故障と判断され15:00までに受付し
た場合、受付日当日の出荷を致します。

2.本サービスの範囲
本サービスの適用範囲は、第1章第1条に定める対象機器のハードウェアに関するサービスのみです。対象機器に記録されたデータの復旧、およびOS、アプ
リケーションソフトウェアに関する障害は本サービスの対象外です。

3.除外作業
次の各号に定める作業については、本サービスに含まれないものとします。
(1)対象機器の移設および撤去に関する作業および立会い
(2)お客様の要求による対象機器の改造、清掃、点検
(3)フレーム、カバーなどの部品交換、消耗品の供給
(4)弊社製品以外に起因して生じた障害の修理作業および立会い
(5)直接的または間接的に火災、水害などの天災地変、その他弊社の責に帰することのできない事由により対象機器に生じた故障の修理
(6)お客様または第三者の不適切な設置、使用、取扱いにより対象機器に生じた故障の修理
(7)弊社または弊社が承諾した以外の者が作成したプログラム、ハードウェア等に起因する対象機器の事故の調査および故障の修理
(8)弊社が修理のために引き取った対象機器内に保存されたデータの保護および復旧
(9)ソフトウェアに起因する対象機器の事故の調査および故障の修理
(10)お客様のデータのバックアップ、リストアに関する作業
(11)対象機器が接続されているネットワークの復旧作業
(12)対象機器ファームウェアのバージョン変更、設定変更
(13)弊社の規定品以外の保守部材の使用、または保守部材などの保管不備により生じた対象機器の故障の修理
 (14)前各号に定めるほか、本章2条の「本サービスの範囲」に含まれない作業
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4.第三者委託
弊社は本サービスの実施を、弊社の必要に応じて、自己の責任と費用で本サービスの提供にかかる作業の全部または一部を第三者に委託することができる
ものとします。

5.瑕疵担保
5.1 弊社または本章第4条に定める弊社が指定する第三者が実施した本サービスに、その実施の時から1ヶ月以内に瑕疵が発見された場合、それが弊社の責
に帰するべき事由と認められる場合については、弊社は弊社の費用負担において当瑕疵を保障致します。
5.2 対象機器に記録されているデータの管理保全については、お客様の責任において行うものとします。本サービスの実施に伴い、弊社の故意または重大な
過失によるものを除き、弊社は障害の程度に関わらず、記録されているデータの消失に対しては、一切の責任を負いません。
5.3 障害機から交換機へのデータ移行作業は、お客様にて行っていただきます。

6.有効期間
本サービスの有効期間は、オプションを購入されたお客様のみ、購入された期間に応じて対象機器をご購入日から起算から1～5年をもって、本サービスは
終了するものとします。この場合、既にお支払いいただいている代金はお返し致しません。

7.障害機の所有権
第3章第1項第3号に定める障害機の所有権は、代替機の引渡し完了と同時に弊社に帰属するものとします。

8.設置場所の変更
お客様は、お客様登録カードに記載した対象機器の設置場所を変更する場合、変更後の設置場所と変更日を、弊社窓口に対し、変更を行う日の14日以上前に
書面により連絡するものとします。

9.設置場所の整備
お客様は、適切な設置環境に対象機器を設置し、常に設置環境を整備、維持するものとします。

10.秘密保持
お客様および弊社は、本サービスの提供に関して知り得た相手方の業務上その他の情報であって、相手方から秘密であると明確に指定されたもの(以下、
「秘密情報」といいます)については、本サービスの提供期間中のみならずその終了後も1年間は第三者(本章第4条に基づき弊社が委託する第三者を除きま
す)に開示または漏洩してはならないものとします。 ただし、次の各号の一に該当する情報については、秘密情報として扱わないものとします。
(1)開示の時に、既に公知または公用となっている情報
(2)開示の時に、既に開示を受ける当事者が保有しており、開示を受ける側がそれを証明できる情報
(3)開示の時に、開示を受けた当事者の責によらず公知または公用となった情報
(4)開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5)秘密情報を使用することなく、開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(6)法令により、開示を受けた当事者が開示を要求された情報

11.個人情報
弊社は、お客様より取得した個人情報に関して、弊社で定める「個人情報保護方針」に基づき、個人情報保護に最大限の注意を持って取り扱うものとし、適切
な安全管理を行うものとします。

12.本サービス提供の中止または終了
お客様または弊社が、お客様が次の各号の一に該当する場合には、何らかの催告を要せず本サービスの全部または一部の提供を直ちに中止または終了する
ことができるものとします。本サービスの全部または一部の提供を中止または終了した場合には、お支払いただいた代金は一切返却致しません。
(1)本規約に記載の条件に違反し、相当の期間を定めて書面による催告が行われたにもかかわらず、当該違反が是正されないとき
(2)差押、仮差押、仮処分、競売の申し立てもしくは租税滞納処分その他公権力の処分を受け、または破産、会社更生もしくは民事再生手続きその他これらに
類する手続きの申し立てがなされたとき
(3)営業の廃止または解散の決議を行ったとき
(4)その他財産状態が悪化したとき、またはその恐れがあると認められる相当の理由あるとき

13.途中解約
お客様が本サービスの途中解約を希望する場合、弊社保守契約窓口宛に、解約希望の旨を書面により連絡するものとします。なお、本サービスが終了した場
合には、終了の理由の如何にかかわらず、お支払いただいた代金は一切返却致しません。

14.損害賠償
14.1 弊社およびお客様は、本規約に基づく自らの債務を履行しないことにより相手方に損害を与えた場合には、本サービスの有効期間内であるか否かを問
わず、当該損害を賠償する責を負うものとします。ただし、弊社の負担する損害賠償の総額は、本サービスの購入代金として弊社がお客様から受領した金額
を超えないものとします。
14.2 本サービスに関連して、お客様が弊社の責に帰すべき事由により損害を被った場合には、現実に発生した直接かつ通常の損害に限り、その損害を弊社
に請求できるものとします。ただし、弊社の負担する損害賠償の総額は、本サービスの購入代金として弊社がお客様から受領した金額を超えないものとし
ます。
14.3 弊社は、弊社の故意または重大な過失に基づく事由により生じた損害を除き、いかなる場合であっても、弊社の責に帰することのできない事由から生
じた損害、予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益、第三者からの賠償請求に基づいてお客様に生じた損害、データの破損・滅失に起因す
る全ての損害について、その責を負わないものとします。

15.協議
本規約の内容、または本規約に定めのない事項に関して疑義が生じた場合には、当事者双方で誠意を持って協議するものとします。

16.本規約の変更
1 弊社は、お客様へ事前に予告または通知することなく、本規約を任意に変更することができるものとし、変更後の本規約に関する事項を弊社Webサイト
に掲載致します。
2 弊社は、本規約に関する重大な変更を行う場合、前項による通知と併せてお客様に直接通知することが出来るものとします。本重大な変更について異議
があるお客様は、Webサイト掲載日から１か月以内に限り、弊社Webサイトのお問い合わせから異議を申し立てることが出来ます。その場合、弊社はその異
議に対し、誠意をもって対応をします。

17.合意管轄
本規約または本サービスの内容に関連して、弊社およびお客様間において紛争が生じた場合には、弊社の本社所有地を管轄する裁判所を東京地方裁判所と
します。

(付則) 本規約は、2014年2月1日より適用します。
            本規約は、2019年12月23 日に改定します。
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